
１５．地域産業振興資金

（１）融資の種類・融資対象

（２）融資条件（⑥やさしさライフビジネス支援資金を除く）

 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）に基づく貨物自動車運送事業の許可又
は登録を受けた者であって、以下のいずれかに該当する車両を導入するもの。
 ただし、対象車両は、直接運送事業の用に供するもの（貨物自動車）に限る

　イ　国土交通省がエネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49
号）
　　　に基づいて定める最新の燃費基準を達成した車両
　ロ　電気自動車、燃料電池自動車、水素エンジン自動車、天然ガス自動車
　ハ　その他排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両として知事が
　　　特に認めたもの
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①低燃費車
両等導入融
資

②新エネル
ギー施設等
導入融資

③健康経営
事業者融資

④優良産業
廃棄物処理
業者融資

知事から健康経営事業所認定を受けた者、または、経済産業大臣から健康経営優良法
人認定を受けた者。ただし、初回認定から５年以内の者に限る

知事等から優良産業廃棄物処理業者、または、おおいた優良産廃処理業者評価制度の
認定を受けた者。ただし、初回認定から５年以内の者に限る

新エネルギー施設・省エネルギー設備・自家発電設備・生産性の向上に資する設備を
導入する者。なお、新エネルギー施設とは別表１（P.76）に掲げる施設、省エネル
ギー設備とは別表２（P.77～）に掲げる設備、自家発電設備とは電気事業法第３８条
第４項に定める自家用工作物のうち常用発電設備、生産性の向上に資する設備とは生
産効率、エネルギー効率、精度等生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較
して年平均１％以上向上している設備をいう。
○施設導入に関する問合せ先：産業ＧＸ推進室　　TEL:097-506-3263

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、大分県信
用組合、商工中金など　※詳細は本資金制度要領を参照
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昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建築物の所有者で、建築物の耐震改修の
促進に関する法律附則第3条の規定により耐震診断結果を所管行政庁に報告をしなけれ
ばならないもの、又は、知事が特に必要と認める者で、耐震診断、補強設計、耐震改
修を行おうとする者。

福祉・環境等社会性のある事業や過疎地域等において地域性を活かした事業を行う
者。【詳細はP.88参照】
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保証料率

県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合

設備資金・運転資金

企業：設備資金・運転資金　８，０００万円　　　組合：設備資金・運転資金　１億
円
※ただし、①は企業、組合：８,０００万円（設備のみ）
　　　　　⑤は企業、組合：２億８，０００万円

設備資金・運転資金　１０年以内（うち据置１年以内）
※ただし、⑤は、設備・運転２０年以内（うち据置２年以内）

特別利率Ａ　（年２．１０％）
※ただし、①は、特別利率Ｂ（７年以内　１．８％、１０年以内　２．０％）
　　　　　②は、特別利率Ｆ（５年以内　１．５％、７年以内　１．８％、１０年以内　２．０％）
　　　　　⑤は、特別利率Ｄ（５年以内　１．０％、１０年以内　１．２％
　　　　　　　　　　　　　 　１５年以内　１．６％、２０年以内　２．２％）

保証料率Ｂ　（年０．８５％以内）　セーフティネット保証 年０．７０％
※ただし、①②は、年０．１５％（セーフティネット保証も同率）
　　　　　⑤は、年０．２５％（セーフティネット保証も同率）

融資限度額

融資期間

融資利率

資金使途

返済方法

担　保　等

原則として毎月均等返済

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は
原則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証
料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要
に応じて徴求する。

備考

①は燃費基準等に該当していることが確認できる書類の添付を要する（車両のパンフ
レットなど）
②は融資対象施設等であることの知事の認定が必要な場合がある（様式５）
③④は当該認定等を受けたことが確認できる書類の添付を要する

申込み窓口 指定金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会（組合事業のみ）



（３）③健康経営事業者融資、④優良産業廃棄物処理業者融資の対象となる認定等

（４）融資の流れ（⑥やさしさライフビジネス支援資金を除く）
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商工会等
（意見書添付）

指定金融機関 信用保証協会

健康経営事業所認定（県） 認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

県民健康増進課

健康経営優良法人認定（経済産業省） 認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

県民健康増進課

優良産廃処理業者認定（県・大分市） 認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

名称 融資可能期間 制度担当所属

循環社会推進課

おおいた優良産廃処理業者評価制度（県・大分市）
認定期間内
（初回認定から５年以内に限る）

循環社会推進課

①申込
②書類送付

②書類送付

②保証申込

③保証決定

④融資実行

認定等申請

認定書等交付


